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新型コロナウイルス感染症の予防について（お願い） 

 

 

入梅の候、保護者の皆さまにはますますご清栄のことと存じます。 

平素から本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、6月 15日からの通常授業再開時におきましても、新型コロナウイルス感染症予

防につきましては、下記のとおりといたします。 

保護者の皆さまにおかれましても、お子さまの健康状態の把握ならびに感染症予防の

指導について、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 発熱や風邪の症状がみられるときは学校を休み、家庭での休養をお願いします。 

・ 発熱や風邪の症状で学校を欠席した場合は、「出席停止」扱いとなり、欠席日数に含む

ことはありません。 

・ お子さまの毎朝の検温、健康状態を確認の上、健康チェック表に記入し、毎回、登校

時に持参させてください。なお、咳または喉の痛みが「ある」に○をするような場合、

だるさが「大」に〇をするような場合は、大事をとって自宅で静養させてください。 

・ 当日の体温が不明の場合は、学校で検温させていただきます。 

・ 学校にて発熱や風邪症状を確認した際には、速やかに帰宅させる対応をとらせていた

だきます。 

・ 症状によりましては、お迎えへのご協力をお願いします。 

 

2. 症状がある場合は、裏面を参照し対応をお願いします。 

① 裏面資料のＡ～Ｄのいずれかに該当するときは、「新型コロナ受診相談センター」

（電話 06-7166-9911）にご相談ください。 

② 「新型コロナ受診相談センター」から受診を勧められた医療機関を受診してくださ

い。複数の医療機関を受診することはお控えください。 

③ 医療機関を受診するときは、マスクを着用し、手洗いや咳エチケット（咳やくしゃ

みをするときは、マスクやティッシュを使って口や鼻をおさえる）の徹底をお願い

します。 

④ お子さまが次のいずれかに該当した場合は、学校への連絡をお願いします。 

・ ＰＣＲ検査を受けるとき 

・ 陽性と判定されたとき 

・ 濃厚接触者と特定されたとき 

 



専門の帰国者・接触者外来を受診 かかりつけ医等を受診

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄいずれにも該当しない
※ 必要に応じて「府民向け相談窓口」を活用

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ いずれかに該当

最寄りの「新型コロナ受診相談センター
（帰国者接触者相談センター）」へ連絡

※ 感染の可能性やその後の対応について相談

【学校再開後の過ごし方】
〇 日常生活において、3つの密（以下のような場所や場面、イベントや集会等への参加）を避けましょう。

①換気の悪い密閉空間 ②多数が集まる密集場所 ③間近で会話や発声する密接場面

○ 毎日、自分の健康状態を確認しましょう。登校する際には、登校前に自宅にて健康観察を実施してください。
○ 咳エチケットや手洗い等の感染症対策を実施してください。
○ 免疫力を低下させないように努めてください。

規則正しい生活を心がけ、無理せず、しっかりと睡眠をとり栄養のある食事をとるよう気を付けましょう。

★

症状が改善しない
場合は、★に戻る

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ（新型コロナ受診相談センター相談めやす）

いずれかに該当する
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ（新型コロナ受診相談センター相談めやす）

いずれにも該当しない

発熱や風邪症状の症状が出現
※症状がある場合は自宅で休養するよう指導 ※ 医療機関等への外出以外は控える

医療機関受診の
指示なし

症状の改善なし 症状改善

PCR検査を受けておらず、医師の指示のもと症状が改善しない場合は、★に戻る

※ 自宅待機の実施等については、保健所又は医師の指示のもと行う
※ 保健所等の判断のもと、必要に応じてPCR検査を受ける
※ 新型コロナウイルス感染症感染者は、入院又は宿泊施設療養又は自宅療養

症状改善 【学校再開後の過ごし方】に戻る
※ 新型コロナウイルス感染症感染者については、保健所の指示のもと入院又は宿泊施設療養又は自宅療養を継続

症状がある場合の対応

『新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）』について

【相談のめやす】医療対策課ＨＰ http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html

＜すぐに相談＞
Ａ．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかある場合
Ｂ．重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

※重症化しやすい方とは … 高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方
透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

Ｃ．妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合［念のため、早めに相談してください］

＜症状が４日以上続くときは必ず相談＞
Ｄ．上記Ａ、Ｂ、Ｃ以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が４日以上続く場合

＊強い症状や解熱剤を飲み続けている方はすぐに相談

※上記のＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄに当てはまらないが、現在の症状に不安がある場合は、「府民向け相談窓口」をご活用ください。
※上記Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄの「相談のめやす」については、変更される可能性があるため、最新の情報でご対応ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html


大阪府「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う相談窓口について」

〇府民向け相談窓口
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談に応えるための電話相談窓口
【相談窓口】 専用電話 ０６-６９４４-８１９７ ファクシミリ ０６-６９４４-７５７９
【受付時間】 午前9時から午後6時まで （土曜・日曜・祝日も対応）

〇新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）

【相談のめやす】
＜すぐに相談＞
Ａ．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかある場合
Ｂ．重症化しやすい方[※]で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

※重症化しやすい方とは…  高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方

透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

Ｃ．妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 [念のため、早めに相談してください]

＜症状が４日以上続くときは必ず相談＞
Ｄ．上記Ａ、Ｂ、Ｃ以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が４日以上続く場合
＊強い症状や解熱剤を飲み続けている方はすぐに相談

【相談窓口】下表参照 ※ 電話番号が変更される場合があります｡ 最新の情報をご確認ください。

〇大阪府こころのほっとライン新型コロナ専用（ＬＩＮＥ）

新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレスなど、こころの健康に関する
相談に応えるための、LINEを活用したSNS相談窓口

【相談受付日時】毎週水曜日、土曜日、日曜日
17：30～22：30  (ただし、新たな相談の受付は22：00まで) ※上記QRコードから友だち登録を！！

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html ※ 番号にお間違えの無いようご注意ください

≪新型コロナウイルス感染症の疑いにより受診する際の留意点≫
〇「相談のめやす」に該当する場合は、学校に連絡するとともに、最寄りの「新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者
相談センター）」に連絡し、感染の可能性やその後の対応（対応可能な病院等）について、相談及び確認を行ってください。

〇 専門の帰国者・接触者外来を受診する際には、事前に医療機関に連絡し、受診の方法について確認し、他の人との接触
（公共交通機関の利用等）を避け、マスクを着用して受診してください。

〇医療機関から新型コロナウイルス感染症（疑い含む）と診断された場合は速やかに学校に連絡してください。

※保健所（医師含む）から「自宅待機」を要請された場合や、PCR検査を受けることとなった場合等も、学校へ連絡ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html

